
教文ス第７３１号

平成２３年６月９日

各教育局長 様

生涯学習推進局文化・スポーツ課長

展覧会における美術品損害の補償に関する法律等の施行について（通知）

このことについて、別添写のとおり文部科学副大臣から通知がありましたので、各市町村に周知

願います。

芸術文化グループ

担当:堀籠 35－613
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